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引越運送業の契約のルールが変わります！ 

 
 

  解約・延期手数料の引き上げ等、消費者ニーズの多様化やドライバー不足等の課題 

に対応するため、標準引越運送約款等の改正を行いました。 
 

  引越運送業においては、①インターネットの普及によりウェブ上での一括見積もりによる引越 

業者の選択、単身引越への対応等、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容が多様化 

していること、②ドライバー不足等が大きな課題となっていることを踏まえ、平成２７年に「標準 

引越運送約款改正検討会」を立ち上げ、適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討 

をしてきました。 

  この度、当該検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款及び 

標準貨物自動車利用運送（引越）約款の改正を行いました。 

 今回の改正で、他のモードと同程度の解約・延期手数料率になるところであり、直前の解約・延期

の抑制により、事前に手配した車両やドライバー等が活用されない事態の発生の減少等に資するこ

とを期待しております。 

 

１．改正の概要 

①標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送（引越）約款の適用範囲に積合せによる引越運 

送を加える。（別添改正概要①参照） 

②解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。（別添改正概要②参照） 

 

（解約・延期手数料の改正の概要） 

 改正前 改正後 

当日 運賃の２０％以内 運賃及び料金の５０％以内 

前日 運賃の１０％以内 運賃及び料金の３０％以内 

前々日 － 運賃及び料金の２０％以内 
 

２．改正のスケジュール 

 改 正 告 示 公 布：平成３０年１月３１日 

改 正 告 示 施 行：平成３０年６月 １日 

    【問い合わせ先】 

＜標準引越運送約款及び標準貨物軽自動車引越運送約款について＞ 

自動車局貨物課 尾崎、三浦   

代表：03-5253-8111（内線 41333）  

直通：03-5253-8575 FAX：03-5253-1637 

＜標準貨物自動車利用運送（引越）約款について＞ 

総合政策局物流産業室 溝江、山浦   

TEL：03-5253-8111（内線 25332）  

直通：03-5253-8300  FAX：03-5253-1559 


